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富岡町長　　　　　　

児童手当
　　　　支払通知書
特例給付
　　
児童手当
の支払については、次のとおり、あなたの預貯金等の口座に振り
特例給付
込みの手続きを行いますので通知します。なお、支払予定日等は別紙のとおりですが、支給額等に変更があった場合は改めて通知します。
[bookmark: _GoBack]なお、児童手当法第21条第１項又は第２項の規定に基づき、学校給食費等の費用について、児童手当等の額から支払に充てることを申し出ている場合及び第22条第1項の規定に基づき、児童福祉法第56条第3項の規定により徴収される保育料について、児童手当等から特別徴収される場合は、当該費用及び当該特別徴収される保育料の額を控除した額が児童手当等の支払金額となります。











